
結城市生活応援お買い物券 Q＆A ６月１日更新版 

①対象者に関する質問 

Ｑ①-1． 

誰がもらえますか？ 

Ａ①-1． 

令和８年 1 月 1 日時点で結城市の住民基本台帳に登録されている方が対

象となります。 

年齢・所得にかかわらず、対象となる方お一人につき 5,000 円分のお買い

物券を配付します。 

Q①-2. 

赤ちゃんが令和 8 年 1 月 1 日直前・直後に生まれた場合はどうな

りますか？ 

A①-2. 

基準日は「令和 8 年 1 月 1 日現在」となります。 

このため、令和 8 年 1 月 1 日に生まれた場合には対象となりますが、令和

8 年１月２日以降に生まれた場合には対象となりません。 

Q①-3.  

令和 8 年 1 月 1 日までに結城市へ引っ越してきた場合は対象です

か？ 

A①-3. 

令和 8 年 1 月 1 日時点で本市の住民基本台帳に登録されていれば対象と

なります。 

Q①-4. 

令和８年１月２日以降に結城市へ引っ越してきた場合は対象です

か？ 

A①-4. 

令和８年１月１日時点で本市の住民基本台帳に登録されていないので対象

外となります。 

Q①-5. 

外国人も対象になりますか？ 

A①-5. 

本市の住民基本台帳に登録されている外国人の方（中長期在留者、特別永

住者など）は対象となります。 

Q①-6. 

施設に入所している家族も対象になりますか？ 

A①-6. 

老人ホームや障害者施設、児童福祉施設などに入所していても、住民票が結

城市にあり、令和８年１月１日時点で住民登録されていれば対象です。ただ

し、施設に住民票を移している場合は施設の方に郵送されます。 

 

 

 



Q①-7. 

令和 8 年 1 月１日以降に亡くなった家族がいる場合、その家族のお

買い物券はどのようになりますか？ 

A①-7. 

令和 8 年 1 月 1 日に亡くなった方は対象外となります。令和 8 年 1 月 2

日以降に亡くなった方は対象となり、人数に含めて郵送されます。 

なお、複数人世帯で世帯主の方が亡くなった場合、亡くなられた方の名義で

郵送されます。（令和 8 年２月 2 日までに死亡届出を出された世帯につい

ては新しい世帯主の方宛てにお届けいたしますが、2 月 3 日以降に死亡届

出を出された世帯については亡くなられた方の名義で郵送されます。） 

単身世帯で亡くなられた方の相続人であれば所定の書類を提出いただくこ

とで、結城市商工観光課窓口でお受け取りいただけます。 

→Q2-10 参照 

Ｑ①-8． 

１月２日以降に市外へ引っ越し、住民票を他市町村に移しました。そ

の場合は対象ですか？ 

Ａ①-8． 

令和８年１月１日時点で本市の住民基本台帳に登録されている方は対象と

なります。 

ただし、お買い物券は 令和 8 年１月１日現在の住民票上の住所に郵送され

ますので、郵便物の転送手続きによりご対応をお願いします。 

転送手続きを行っていない場合、または発送までに手続きが間に合わなか 

った場合は差出元へ返還されてから個別にご対応いたします。 

→Q2-10 参照 

なお、引っ越した方が旧住所において世帯主ではない場合、旧住所地の世帯

主宛に郵送されます。例として、基準日以降 4 人家族のうち世帯主以外の１

名のみ引越しした場合、その１名分も含めてもとの住所に郵送されます。  

Ｑ①-9． 

住民票上は結城市民ですが、一時的に居住地は他市町村に居住し

ています。 

その場合はお買い物券を受け取ることはできますか？  

 

Ａ①-9． 

令和８年１月１日時点で本市の住民基本台帳に登録されている方は対象と

なります。 

ただし、お買い物券は令和 8 年１月１日現在の住民票上の住所に郵送され

ますので、郵便物の転送手続によりご対応をお願いします。 

転送手続きを行っていない場合、または発送までに手続きが間に合わなか 

った場合は差出元へ返還されてから個別にご対応いたします。 

→Q②-10 参照 



Q①-10. 

基準日前後の取り扱いがよく分からないので簡単に説明してもらえ

ますか？ 

A①-10. 

以下の表のとおりとなります。 

 

Q①-11. 

令和８年 1 月２日以降離婚して、引っ越しましたが、その場合お買い

物券は引っ越し後の住所で受け取れますか？ 

A①-11. 

令和８年 1 月 1 日を基準とした住所及び世帯構成を元に送付しております

ので、令和８年 1 月 1 日時点の世帯主の方へ郵送されます。 

恐れ入りますが、お買物券のお取り扱いにつきましては、資産分割等と同様

に当事者間でのご対応をお願いいたします。 

②配付・郵送方法に関する質問 

Ｑ②-1． 

どのように配付されますか？  

Ａ2-1． 

「ゆうパック」にて世帯ごとに世帯主様宛に郵送します。  

ご不在の場合には不在連絡票が投函されますので、不在連絡票に従って再

配達予約または郵便局での受け取りをお願いします。  

Ｑ②-2． 

配付期間はいつからいつまでですか？ 

Ａ②-2． 

令和８年４月に１回目の配付は終了しており、まだ受け取っていない方へは

令和８年６月中に２回目の配付を行う予定です。 

ただし、不在連絡票による再配達や郵便局受け取りの場合は、お手元に届く

のは通常より遅くなる場合がありますのでご了承ください。  



Ｑ②-3． 

隣近所は届いているのに、うちにはまだ届かないです。不在連絡票

も届いていないです。  

Ａ②-3． 

配付対象者であるにも関わらず届いていない場合、コールセンターへお問合

せください。  

Ｑ②-4． 

令和 8 年１月１日以降に市内転居しました。お買い物券を新住所に

送ってほしいです。  

 

Ａ②-4. 

令和 8 年 1 月 1 日時点の住民票上のご住所に郵送いたしますので、郵便局

にて新住所への転送手続をしていただきますようお願いいたします。 

転送手続きを行っていない場合、または発送までに手続きが間に合わなか 

った場合は差出元へ返還されてから個別にご対応いたします。 

→Q②-10 参照 

Ｑ②-5． 

入院その他事情により、本人の受け取りができないのですが、どう

すればいいですか？  

 

Ａ②-5． 

同じ世帯の方であれば、世帯主以外の方も受け取ることができます。単身世 

帯の場合は、差出元へ返還されてから個別にご対応いたします。 

→Q②-10 参照 

Ｑ②-6． 

配達期間に在宅しておらず、郵便局の保管期限内に受け取りできな

い場合はどうすればよいですか？（不在連絡票記載の郵便局保管期

限内に再配達や郵便局受け取りの手続をしないでしまった。）  

Ａ②-6． 

同じ世帯の方であれば、世帯主以外の方も受け取ることができます。単身世 

帯の場合は、差出元へ返還されてから個別にご対応いたします。 

→Q②-10 参照 

Ｑ②-7． 

窓口まで行くことができないです。再度郵送してほしいです。 

Ａ②-7． 

不在連絡票による再配達を依頼してください。 

再配達期間を過ぎてしまった場合は、差出元へ返還されてから個別にご対 

応いたします。 

→Q②-10 参照 

Q②-8. 

世帯内で個別に分けて送ってほしいです。 

A②-8. 

令和 8 年 1 月 1 日時点の世帯主の方に、同一世帯員全員分をまとめて郵

送いたしますので、個別に分けることはできかねます。ご了承ください。 

Q2-9. 

世帯人数と届いた数が違うのですが。 

A②-9. 

令和 8 年 1 月 1 日時点の世帯主の方に、同一世帯員全員分をまとめて郵

送いたしますので、基準日以降に世帯内で一部に方に異動（転居、転出、死

亡等）があった場合、届いた時点の世帯員数と数が違うことになります。 



Q②-10 

不在・その他の事情で郵便を受け取れないまま保管期限が過ぎてし 

まい、差出元へ返還されました。 

どのように受け取ればよいですか？ 

A②-10 

コールセンターへご連絡ください。 

電話番号 ０１２０－１８８－１３４ 

開設期間 令和８年８月３１日まで （平日のみ。午前９時から午後５時まで） 

Q②-1１ 

窓口受取りに必要な書類はどこで入手できますか？ 

A②-1１ 

市のホームページからダウンロードいただくか、市役所商工観光課窓口で入

手できます。 

Q②-1２ 

窓口受取りに必要な本人確認書類とは何ですか？ 

A②-1２ 

・マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)（住所の記載のないも

のを除く。）等のいずれか 1 点 

・上記の書類がない場合は、療育手帳、健康保険の資格確認書、各種年金証

書(手帳) 等のいずれか 2 点 

③お買い物券の使用に関する質問 

Ｑ③-1． 

お買い物券はいつからいつまで使えますか？ 

Ａ③-1． 

令和８年４月 1 日から令和８年８月 31 日の期間でご使用いただけます。 

Ｑ③-2． 

お買い物券はどこで使えますか？ 

Ａ③-2． 

お買い物券取扱店に登録された市内の各事業所でお使いいただけます。 

取扱店舗には、店頭に「取扱店舗ポスター」が掲示されております。 （のぼり

旗はございません。） 

詳しくはお買い物券に同封されている対象店舗一覧をご確認ください。  

また、同封の対象店舗一覧は令和８年 2 月 5 日時点のものですので、最新

の対象店舗は市ＨＰよりご確認ください。 

Ｑ③-3．お買い物券が使えないものはありますか？ Ａ③-3． 

以下のことには使用できません。  

・税金のお支払い  

・借入している品代のお支払い  

・商品券、プリペイドカード、切手、官製はがき、印紙、たばこの購入  

・現金との引換  



Ｑ③-4． 

お買い物券を使ったときにお釣りは出ますか？ 

Ａ③-4．  

お釣りは出ませんのでご注意ください。 

④事業者向け Q&A 

Q④-1. 

使われたお買い物券の換金はどうやって行いますか？ 

A④-1. 

使われたお買い物券と換金請求書にてお手続きいただきますが、詳しくは

結城商工会議所にお問い合わせください。 

Q④-2. 

店側が負担する費用はありますか？ 

A④-2. 

換金手数料や、お買い物券取扱店として参加する際の手数料等はありませ

ん。換金の際、一定の金額以上は振込となりますが、その際の振込手数料は

お店側のご負担となります。 

Q④-3. 

お買い物券取扱店として参加したい。 

A④-3. 

結城市商工観光課にて参加登録手続きを行います。詳しくは市ホームペー

ジをご確認ください。 

 


